
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
資
格
情
報
通
知
書
に
よ
る
通
知
）

（
資
格
情
報
通
知
書
に
よ
る
通
知
）

第
七
条
の
三

（
略
）

第
七
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
（
資
格
確
認
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
場
合
を
除
く
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
各
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
（
資
格
確
認
書
の
交
付
を
受

け
て
い
る
場
合
を
除
く
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
業
勘
定
及
び
直
営
診
療
施
設
勘
定
）

（
事
業
勘
定
及
び
直
営
診
療
施
設
勘
定
）

第
十
六
条

令
第
一
条
に
規
定
す
る
事
業
勘
定
に
お
い
て
は
、
保
険
料
又
は
国
民
健
康
保
険
税
、
一
部
負
担
金
、

分
担
金
及
び
負
担
金
、
使
用
料
及
び
手
数
料
、
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
財
産
収
入
、寄
附
金
、

繰
入
金
、
繰
越
金
、
市
町
村
債
及
び
諸
収
入
を
も
つ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
総
務
費
、
保
険
給
付
費
、
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
、
財
政
安
定
化
基
金
支
出
金
、
保
健
事
業
費
、
基
金
積
立
金
、
公
債
費
、
予
備
費
、
諸
支

出
金
そ
の
他
の
諸
費
を
も
つ
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

第
十
六
条

令
第
二
条
に
規
定
す
る
事
業
勘
定
に
お
い
て
は
、
保
険
料
又
は
国
民
健
康
保
険
税
、
一
部
負
担
金
、

分
担
金
及
び
負
担
金
、
使
用
料
及
び
手
数
料
、
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
財
産
収
入
、寄
附
金
、

繰
入
金
、
繰
越
金
、
市
町
村
債
及
び
諸
収
入
を
も
つ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
総
務
費
、
保
険
給
付
費
、
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
、
財
政
安
定
化
基
金
支
出
金
、
保
健
事
業
費
、
基
金
積
立
金
、
公
債
費
、
予
備
費
、
諸
支

出
金
そ
の
他
の
諸
費
を
も
つ
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

２

令
第
一
条
に
規
定
す
る
直
営
診
療
施
設
勘
定
に
お
い
て
は
、
診
療
収
入
、
分
担
金
及
び
負
担
金
、
使
用
料
及

び
手
数
料
、
国
庫
支
出
金
、
都
道
府
県
支
出
金
、
財
産
収
入
、
寄
附
金
、
繰
入
金
、
繰
越
金
、
市
町
村
債
及
び

諸
収
入
を
も
つ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
総
務
費
、
医
業
費
、
施
設
整
備
費
、
基
金
積
立
金
、
公
債
費
、
予
備
費
、

諸
支
出
金
そ
の
他
の
諸
費
を
も
つ
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

２

令
第
二
条
に
規
定
す
る
直
営
診
療
施
設
勘
定
に
お
い
て
は
、
診
療
収
入
、
分
担
金
及
び
負
担
金
、
使
用
料
及

び
手
数
料
、
国
庫
支
出
金
、
都
道
府
県
支
出
金
、
財
産
収
入
、
寄
附
金
、
繰
入
金
、
繰
越
金
、
市
町
村
債
及
び

諸
収
入
を
も
つ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
総
務
費
、
医
業
費
、
施
設
整
備
費
、
基
金
積
立
金
、
公
債
費
、
予
備
費
、

諸
支
出
金
そ
の
他
の
諸
費
を
も
つ
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

附

則

附

則

（
法
第
六
条
第
十
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
特
例
）

第
五
条

法
第
六
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
本
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
新
設
）

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
つ
て
、
入
管
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
入
管
法
別
表

第
一
の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ

る
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
（
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ
×
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ

二
〇
二
七
）
の
関
係
者
で
あ
つ
て
、
公

益
社
団
法
人
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
（
令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
に
一
般
社
団
法
人
二
千
二

十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
当

該
博
覧
会
に
係
る
事
業
に
従
事
す
る
活
動
を
行
う
も
の
（
本
則
第
一
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

二

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
つ
て
、
入
管
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
入
管
法
別
表

第
一
の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
活
動
を

指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
の
配
偶
者
又
は
子
と
し
て
行
う
日
常
的
な
活
動
を
行
う
も
の
（
本
則
第
一
条
第
一

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
八
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
六
条
第
十
一
号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
該
当
す
る
者
（
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
本
則

第
一
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）が
、
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
つ
て
か
ら
又
は
法

第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
つ
て
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が

本
則
第
二
条
又
は
第
三
条
に
規
定
す
る
届
書
を
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
に
提
出
し
た
場
合
（
当

該
届
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
、前
項
各
号
に
該
当
す
る
全
て
の
者（
法

第
六
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
本
則
第
一
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
当
該
届
書
を

提
出
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
第
十
九
年
厚
生

労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
全
て
の
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
第
一
号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
条
第
六
号
に

該
当
す
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
同
令
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
書
を
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
に
提
出
す
る
と
き
に
限
る
。）は
、
都
道
府
県
が
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
と
と
も
に
行
う
国
民
健
康
保

険
（
次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
が
行
う
国
民
健
康
保
険
」と
い
う
。）の
被
保
険
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
世
帯
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
等
が
行
う
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
と
し
て
い
る
も
の
が
い
る
場
合
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第

二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
し
て

い
る
も
の
が
い
る
場
合
は
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
法
第
五
条
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
第
一
項
各
号
に
該
当

す
る
者
（
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
本
則
第
一
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）は
、
都
道

府
県
等
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
す
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
特
例
）

第
二
十
八
条

法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

本
則
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
新
設
）

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
入
管
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
入
管
法
別
表

第
一
の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ

る
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
（
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ
×
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ

二
〇
二
七
）
の
関
係
者
で
あ
っ
て
、
公

益
社
団
法
人
二
千
二
十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
（
令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
に
一
般
社
団
法
人
二
千
二

十
七
年
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
当

該
博
覧
会
に
係
る
事
業
に
従
事
す
る
活
動
を
行
う
も
の
（
本
則
第
九
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

二

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
入
管
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
入
管
法
別
表

第
一
の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
活
動
を

指
定
さ
れ
て
在
留
す
る
者
の
配
偶
者
又
は
子
と
し
て
行
う
日
常
的
な
活
動
を
行
う
も
の
（
本
則
第
九
条
第
一

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
該
当
す
る
者
（
法
第
五
十
一
条
第
一
号
、
本
則
第
九
条
第
六
号

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
、
七
十
五
歳
に
達
し
て
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
て
か
ら
若
し
く
は
法
第
五
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
く
な
っ
て
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
当
該
者
が
本
則
第
十
条
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
届
書
を
後
期
高
齢
者

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
た
場
合
又
は
前
項
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の

区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
者
（
法
第
五
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。）が
、
法
第
五
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
し
て
、
本
則
第
八
条
に
規
定
す

る
申
請
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
届
書
を
提
出
す
る
時
点
又
は
当
該
申
請
を
行
う
時
点
に
お
い
て
、
当
該
世
帯
に

属
す
る
者
の
う
ち
、
前
項
各
号
に
該
当
す
る
全
て
の
者
（
法
第
五
十
一
条
第
一
号
及
び
本
則
第
九
条
第
六
号
に

該
当
す
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
当
該
届
書
を
提
出
す
る
又
は
本
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
を
行
う

場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
該
当

す
る
全
て
の
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
一

条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）が
同
令
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
書
を
市
町
村
に
提
出
す
る
と

き
に
限
る
。）、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
世
帯
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行

う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
し
て
い
る
も
の
が
い
る
場
合
又
は
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
と
と
も
に
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
と
し
て
い
る
も
の
が
い
る
場
合
は
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
法
第
五
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

あ
っ
て
、
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
者
（
法
第
五
十
一
条
第
一
号
及
び
本
則
第
九
条
第
六
号
に
該
当
す
る
者
を

除
く
。）は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報


